
労働者派遣契約書（案） 

 

派遣先を甲とし、派遣元を乙として、乙がその従業員を「労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」（以下「労働者派遣法」という。）に基づき、甲

に派遣するにあたり、次のとおり労働者派遣契約を締結する。 

なお、契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上、各１通を保有する。 

 

契約件名： 医事業務等に係る労働者派遣 

 

契約期間： 令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで 

 

 

令和６年  月  日 

 

派遣先（甲） 

横浜市旭区中尾二丁目３－２ 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 

神奈川県立がんセンター 

総長  古瀬 純司 

 

 

派遣元（乙） 

 

 

 

 

 

《派遣元事業所》 

   

 

 

 

 

 

 

 



第１条（目的） 

甲及び乙は、労働者派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者（以下、「派遣労

働者」という）を甲に派遣し、甲は派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目

的とする。 

 

第２条（総則） 

甲及び乙は、派遣及び派遣受け入れにあたり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令

を遵守するものとする。 

 

第３条（契約内容等） 

派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業時間、その他労働者派遣法及び同法施

行令、施行規則に定める事項等、労働者派遣に必要な細目については、別紙「医事業務等

に係る労働者派遣仕様書」にて定めるものとする。 

 

第４条（契約料金） 

１．代金の支払いは、検査完了後、乙は別紙３ 派遣業務別時間単価表に基づき１か月を

とりまとめ、税抜きの請求額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額を、

乙の適法な請求書を受理した日から 30日以内に行うものとする。 

２ 請求時に生じる円に満たない端数については、その端数金額を切り捨てるものとする。 

３．第１項の契約料金について、甲は定められた期日までに遅延なく支払うものとする。

支払を遅延した場合には、甲が災害その他やむを得ない理由があると認めたときを除

き、遅滞日数１日につき当該業務に係る請求金額に遅延日数に応じ、「政府契約の支払

遅延に対する遅延利息の率」の割合で計算した額の違約金を甲に支払わなければなら

ない。 

４．甲の従業員のストライキ・その他甲の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂

行が不可能となった場合は、乙は甲にその遂行が不可能となった期間分の労働の対償

を請求することができる。 

 

第５条（秩序の維持） 

乙は、派遣労働者が甲の事業所内またはこれに準ずるところで派遣業務の処理にあたる

場合には、甲の職場規則、施設管理上の規則等就業上の諸規則に違反しないように、これ

に関する教育指導等適切な措置を講じなければならない。 

 

第６条（適正な就業環境の確保） 

１．甲及び乙は、派遣労働者の適切な就業環境の確保のため、派遣労働者からの苦情に対

応、解決する体制をとるものとする。 



２．甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者をそれぞれ選任し、別紙

４に記載するものとする。 

３．苦情処理の方法、連携体制等は次のとおりとする。 

（１）甲における苦情の申出を受ける者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、

直ちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者は、派遣元責任者に連絡

するとともに、中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理

を図るものとする。その結果については派遣労働者に通知するものとする。 

（２）乙における苦情の申出を受ける者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、

直ちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者は、派遣先責任者に連絡

するとともに、中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理

を図るものとする。その結果については派遣労働者に通知するものとする。 

（３）甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅

滞無く通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。 

４．乙は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行なうとともに、甲の指揮命令等に従っ

て職場の秩序・規律を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導する。 

５．甲は、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメ

ントの防止等に配慮する。 

 

第７条（派遣労働者の交替） 

１．甲は、派遣労働者が就業にあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規律等に従わ

ない場合、または業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しないおそれが

ある場合は、乙にその事実を摘示の上、派遣労働者の交替を要請することができるもの

とし、その対応については、甲乙協議の上、これを取り決めるものとする。 

２．前項の場合であっても、交替する前の措置として、乙が派遣労働者に対し適切な措置

を講じることにより改善が見込める場合には、乙は甲の了承を得て、当該派遣労働者に

対する指導、改善を図ることができる。 

３．乙は、派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合は、派遣労働者の交替

をすることができる。 

 

第８条（業務上災害等） 

１．乙は、派遣就業にともなう派遣労働者の業務上の災害については、労働基準法に定め

る使用者の責任ならびに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。 

通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償保険法により、派遣労働者は乙から

給付を受ける。 

２．甲は、乙の行う労災申請手続等について必要な協力をしなければならない。 

 



第９条（安全衛生管理） 

１．甲は、労働者派遣法及び同法施行規則に定める労働基準法・労働安全衛生法等の適用

に関する特例の定めに基づき派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものと

する。 

２．乙は、派遣労働者に対し甲が定める安全衛生に関する管理規定を遵守させなければな

らない。 

３．甲は、甲の定める安全衛生に関する事項についての環境保全に努めなければならな

い。 

 

第 10 条（便宜供与） 

甲は、乙の派遣労働者に対し、甲が雇用する労働者が利用する福利厚生等の施設また

は設備について、派遣労働者が利用することができるよう便宜供与を図るものとする。 

 

第 11 条（損害賠償） 

１．乙は派遣労働者が派遣業務の遂行にあたり、故意または過失により甲に損害を与え

た場合は、その与えた損害を賠償する責任を負うものとする。 

２．前項の場合において、その損害が派遣労働者の故意または過失と指揮命令者等の指

揮命令等との双方に起因するときは、甲乙協議して損害の負担割合を定めるものとす

る。 

３．甲は、乙の派遣労働者の派遣業務の遂行にあたり、故意または過失により損害を被っ

た場合は、速やかにその状況等を乙に書面で通知するものとする。 

 

第 12 条（個人情報の保護） 

１．乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第３５条の

規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する

情報に限るものとする。ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は他

の法律に定めのある場合は、この限りではない。 

２．甲は、派遣労働者に関し、知り得た個人情報を正当な理由なく、第三者に漏らしては

ならない。 

 

第 13 条（機密保持） 

乙は、本契約に基づく派遣業務により知り得た甲の業務に関する機密事項を第三者に

漏洩しないとともに、派遣労働者に対してもその徹底を図るものとし、本契約終了後も

同様とする。 

ただし、以下の各号の一に該当するものについては、この限りではない。 

（１）知得時に既に公知であった情報または知得後、乙の責によらず公知となった情報 



（２）知得時に既に乙が保有していた情報 

（３）正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手した情報 

（４）甲により開示を許された情報 

（５）法令その他に基づき公的機関等により開示を要求された情報 

 

第 14 条（禁止事項） 

１．乙は、他の労働者派遣事業者から派遣を受けた派遣労働者を甲に再派遣してはなら

ない。 

２．甲は、本契約の締結に際し派遣労働者を特定することを目的とする行為をしてはな

らない。 

３．甲は、派遣労働者を第三者に再派遣してはならない。 

４．甲は、派遣期間中の派遣労働者を甲の労働者として雇用してはならない。 

５．甲は、派遣労働者に対し、「仕様書」に定められた派遣業務以外の業務を行わせるこ

とはできない。ただし、甲の業務処理上、「仕様書」に定められた派遣業務以外の業務

を派遣労働者に行わせる必要が生じた場合は、乙に通知し、甲乙間で協議の上、取り決

めるものとする。 

 

第 15 条（労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措

置） 

１．労働者派遣契約の解除の事前の申入れ 

甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除

を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間

をもって乙に解除の申入れを行うこととする。 

２．就業機会の確保 

甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき

事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、甲の関連会社での就業をあ

っせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保

を図ることとする。 

３．損害賠償等に係る適切な措置 

甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働

者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図

ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙

が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより

生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、乙が当該派遣労働者を

休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由に

より当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をも



って行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、当該予告

をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満たないときは当該解雇の日の 30 日前の

日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の

賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議したうえで適切

な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙双方の責に帰すべき事由がある場

合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮するこ

ととする。 

４．労働者派遣契約の解除の理由の明示 

甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうと

する場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を

乙に対し明らかにすることとする。 

 

第 16 条（派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置） 

１．甲は当該労働者派遣契約の契約期間においては、乙に雇用されている派遣労働者を雇

用することは出来ない。 

２．甲が当該労働者派遣契約終了後に当該派遣労働者を雇用しようとするときには、契約

期間終了の 2ヶ月前までに予め乙にその旨文書にて通知しなければならない。 

３．２．により甲から通知をうけた場合、乙は当該派遣労働者の希望を最優先に対処しな

ければならない。但し、甲における雇用の条件の提示、雇用申込の受託の可否の通知等

は、甲及び当該派遣労働者間で行うものとする。 

 

第 17 条（契約の変更及び解約） 

１．甲もしくは乙が、本契約の変更、もしくは解約をしようとする場合は、相手方に対し、

１ヶ月前までに書面をもって通知し、甲乙協議の上、決定する。 

２．甲もしくは乙が次の各号に該当したときは、それぞれ相手方は何等の予告なく直ちに

本契約を解約することができるものとする。 

(１)契約の遵守勧告若しくは違反事項の指摘を行ったにもかかわらず、爾後も本契約

に定める事項に違反し、又は履行を怠ったとき。 

(２)財産上の信用に係る差押え、競売、強制執行、税の滞納処分等をうけたとき。 

(３)破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。 

(４)暴力団、暴力団関係者団体または関係者、その他反社会的勢力であることが判明

したとき。 

(５)その他、甲又は乙の責に帰すべき事由の発生により本契約を継続しがたいとき。 

 

第 18 条（不可抗力による免責） 

１．天災地変その他不可抗力により、乙の責めに帰すことのできない事由で派遣労働者



による業務への就業が困難になった場合は、乙は、その業務不履行の責任を負わない

ものとする。 

２．前項の事由により派遣労働者の就業が困難になった場合、甲及び乙は、速やかに協議

の上、その対応措置を講じるものとする。 

 

第 19 条（業者調査への協力） 

  １．甲が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場

合は、発注者は受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査へ

の協力を要請することができる。 

  ２．乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、

この契約の終了後も、終了日の属する会計年度から６会計年度の間は、同様とする。 

 

第 20 条（協議事項） 

本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については

労働者派遣法及びその他関係法令を尊重し、甲乙協議の上、円満に解決するものとする。 

 

第 21 条（管轄の合意） 

本契約に関する紛争については、横浜地方裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所と

する。 

 

以上 



派遣業務別時間単価表 別紙３

Ｎｏ．３

Ｎｏ．５

※上記単価は、すべて税抜金額である。

Ｎｏ．６

２ 患者支援部
Ｎｏ．２

時間外労働 休日労働
業務仕様書（別紙）

項番

Ｎｏ．１

Ｎｏ．４

２ 外来化学療法室

３ 内視鏡（終日）

   放射線治療（半日）

   内視鏡（半日）

１ 病棟作業

   生理機能検査（半日）

２ 手術室クラーク

１ 患者支援部

深夜労働

がん情報センター（事務職）

業務内容（派遣業務） 基礎時給

がん情報センター（院内がん登録）

がん情報センター（診療情報管理士）

５ 放射線診断（終日）

   放射線診断（半日）

６ 放射線治療（終日）

７ 重粒子線治療

検査科（病理組織・細胞診・血液形態・細菌・治験検体処理・輸血）

４ 生理機能検査（終日）

１ 病棟クラーク

医事・診療情報管理課

１ 外来クラーク

８ 放射線診断・IVR医療事務部門



別紙４

（名称） （電話番号） （部署名） （役職） （氏名）

3S病棟 045-520-2222 看護局 看護科長

４E病棟 045-520-2222 看護局 看護科長

４W病棟 045-520-2222 看護局 看護科長

５E病棟 045-520-2222 看護局 看護科長

６E病棟 045-520-2222 看護局 看護科長

６W病棟 045-520-2222 看護局 看護科長

手術室受付 045-520-2222 看護局 看護科長

医療相談受付 045-520-2222 患者支援部 部長

文書受付 045-520-2222 医事・診療情報管理課 課長

外来 045-520-2222 看護局 看護科長

外来化学療法室 045-520-2222 看護局 看護科長

内視鏡室 045-520-2222 看護局 看護科長

生理機能検査室 045-520-2222 検査科 科長

放射線診断室 045-520-2222 看護局 看護科長

放射線治療室 045-520-2222 看護局 看護科長

重粒子線治療棟 045-520-2222 看護局 看護科長

放射線診断室 045-520-2222 放射線診断・IVR科 部長

臨床検査科各室 045-520-2222 検査科 科長

がん情報センター 045-520-2222 がん情報センター センター長

（役職） （氏名） （TEL)

　総長 　古瀬　純司 　045-520-2222

（役職） （氏名） （TEL)

（部署名） （役職） （氏名） （TEL)

事務局 　045-520-2222

（部署名） （役職） （氏名） （TEL)

就業場所 指揮命令者

（派遣先）

指揮命令者一覧表

部門名

手術室クラーク

 病棟クラーク・病棟作業

放射線診断・IVR医療事務部門

（派遣元）

がん情報センター

患者支援部

医事・診療情報管理課

外来クラーク

外来化学療法室

内視鏡室

生理機能検査室

放射線診断室（RI含む）

放射線治療室

重粒子線治療棟

検査科

派遣先責任者

派遣元責任者

苦情の申出を受ける者


